
滞納処分についてお答えします

Q　どのような財産を差押えるのですか。
Ⓐ　給与、預貯金、生命保険、売掛金、不
動産、自動車、動産（貴金属類、腕時計、ハ
ンドバック等）などの財産を差押えします。

Q　どのようにして、財産を調査するので
すか。

Ⓐ　各金融機関に
対する預貯金の調
査や、勤め先への
給与調査、取引先
への売掛金調査な
どを行います。

◆市が実施した平成22年度の差押え件数
（１）所得税還付金　　　１２９件　
（２）給与　　　　　　　　　７件
（３）預貯金・生命保　　２６１件
（４）不動産　　　　　　　２１件
　　　　　　　　　合計　４１８件

Q　税金を納めない場合の滞納処分とは、どのようなこ
とですか。
Ⓐ　税金は、各納期内に納めていただくものですが、遅
れると、督促状や催告書が送られます。それでも納付がな
い場合は、他の納税者との公平性を保つため、財産の差押
えを実施します。そして、差押えた財産を公売等によりお
金に換えて、滞納の税金にあてます。この一連の事務手続
きを「滞納処分」といいます。

Q　財産が発見できない場合はどうするのですか。
Ⓐ　各調査で財産が発見できな
　い場合には、警察官等の立会
　いのもと、複数の市役所職員
　が自宅や店舗などを訪れて捜
　索を実施し、直接財産を差押
　える場合があります。
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憲
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。

　
市
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ま
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く
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。
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固
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○扶養控除の見直し

　所得税については、既に23年分から変更になっていますが、
市民税・県民税は、24年度分から変更になります。
①年少扶養控除の廃止
　扶養親族のうち、０歳から15歳までの人に対する年少扶養
　控除（控除額33万円）が廃止されます。
②特定扶養控除の変更
　扶養親族のうち、16歳から18歳までの人に対する扶養控除
　の上乗せ部分（12万円）が廃止され、扶養控除の額が45万
　円から一般扶養と同じ33万円に変更になります。
※19歳から22歳までの扶養親族に対する控除額は変更がありません。

○寄附金税額控除の拡充

　寄附金税額控除の適用下限額が２千円（改正前５千円）に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対
象となるように拡充されました。
　平成23年中に行った寄附金から適用になります。
■控除額の計算
　『寄附金－2,000円』×10%（県民税４%+市民税６%）を所得割から税額控除
■控除対象限度額
　総所得金額等の30%

★課税課　☎�１１２３

平成24年度市民税・県民税の
　　　　主な税制改革についてお知らせします

※寄附金税額控除を受けるためには
　・所得税の確定申告をしてください。
　・所得税が非課税で住民税のみ課税となる人は、市県民税申告をしてください。
　・申告の際には、寄附金受領証明書(領収書)等が必要です。
　・申告書には受領証明書(領収書)等に記載されている寄附先の法人名、法人の所在地、寄附金額を記載して
　　ください。

※市役所へ来庁の際は、庁舎東側の夜間休日受付通用口を、総合支所へ来庁の際は、正面玄関をご利用ください。
時　間 業務内容 窓　口 お問い合わせ

午前８時30分〜
午後５時15分　

市税の収納・相談 収納課（市役所１階） ☎�１１２０
市民福祉課税務係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線322)

介護保険料の納付・
相談

介護いきがい課（市役所１階） ☎�１７１９
市民福祉課福祉係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線313)

後期高齢者医療保険
料の納付・相談

保険課（市役所１階） ☎�１１１６
市民福祉課保険子育て係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線315)

保育料の納付・相談 子育て支援課（市役所１階） ☎�１１２８
市民福祉課保険子育て係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線316)

■改正後の扶養控除
区　分 控除額

年少扶養（０歳〜15歳） ０円

一般扶養（16歳〜18歳） 330,000円

特定扶養（19歳〜22歳） 450,000円

一般扶養（23歳〜69歳） 330,000円

老人扶養（70歳以上） 380,000円

　市税の納税は、市から送付した納税通知書に記載さ
れた金融機関で納めてください。　
　また、全国の主なコンビニエンスストアでも、納付
できます。

時間　午後８時まで
場所　収納課（市役所１階）
　　　市民福祉課税務係（総合支所１階）

◆12月15日㈭・16日㈮
　　　市税の夜間納税相談を行います

◆12月17日㈯・18日㈰　休日収納窓口を開設します

◆市税の納税は、金融機関以外にコンビニエン
　スストアでもできます


